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【サービス利用料金】 

利用者は、訓練等給付費対象のサービスを受けた場合、サービス利用料金の 1 割の

額をお支払いいただきます。 

なお、定額負担又は利用者負担額の軽減等が適用される場合には、この限りではあ

りません。詳しくは、障害福祉サービス受給者証を確認してください。 

また、事業所は、サービス利用料金のうち、市町村から訓練等給付費として代理受

容した額については、別途利用者にお知らせいたします。 

〔サービス利用時の昼食代 及び 食費等実費負担の軽減について〕 

 当事業所の昼食代は５７０円です。 

 低所得の方が事業所を利用された場合、食事提供体制加算の該当者となります。

（事業所内で調理した食事を提供した場合に限ります） 

５７０円（食事代）－３００円（食事提供体制加算）＝２７０円 

「１食２７０円×利用日数」を１ヶ月まとめて請求させていただきます。 

〔サービス内容と１日あたりの料金〕 

内      容 金        額 

① サービス利用と料金 ５，９００円 

② うちサービス利用に係る自

己負担額（定率負担） 

（① ×１０％） 

５９０円 

③ 食事に係る自己負担額 昼  食： ２７０円 

④ 負担額合計（１日あたり） 

（②＋③） 
８６０円 

※ 各種加算についても、該当する場合はその単価（全体額の１割＝利用者負担）が

加わります。以下に各種加算の１日（送迎加算については１回）あたりの利用者

負担額を記します。 

加算の種類 自己負担額 内    容 

就労移行支援体制加算（Ⅰ） 

（７．５：１） 
51円 

前年度において、就労継続支援Ｂ型等を受けた後就労

し、6月以上就労継続している者が 1名以上いる場合、

所定単位数にその前年度の人数を乗じた単位数を加

算する。（就労Ａへの移行は除く） 

初期加算 30円 
サービス利用の初期段階において、生活状況の把握や

連絡等に時間を要することから、サービス利用開始か

ら 30 日間の間、加算する。 

訪問支援特別加算（１時間未満） 187円 継続して利用する利用者が、連続して５日間利用しな

かったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行っ

た場合に、月２回まで加算する。 
訪問支援特別加算（１時間以上） 280円 

利用者負担上限額管理加算 150円 
障害福祉サービスに係る 1 ヶ月の利用者負担額合計

額の上限管理を行った場合に加算する。 

食事提供体制加算 30円 
収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を

提供した場合に加算する。 

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 15円 職業指導員又は生活支援員として常勤で配置する者
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福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 10円 のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士で

あるものが 35%以上（Ⅰ）、25%以上（Ⅱ）の場合、ま

たは常勤者の割合が 75%以上もしくは常勤で配置さ

れる従業者の 3 年以上勤続者が 30%以上（Ⅲ）の場合

に加算する。 

福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 6円 

欠席時対応加算 94円 

事業所を利用する利用者が、利用を予定していた日に

急病等で利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を

行うとともに、相談援助の記録を行った場合、月４回

まで加算する。 

重度者支援体制加算（Ⅰ） 56円 前年度の障害基礎年金１級受給者数が、当該年度の利

用者数の 50％以上の場合（Ⅰ）、または 25％以上の場

合（Ⅱ）に加算する。 
重度者支援体制加算（Ⅱ） 28円 

目標工賃達成指導員配置加算 89円 

目標工賃達成指導員を配置することにより、手厚い人

員体制（目標工賃達成指導員を常勤換算法で１以上配

置、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算法で

7.5：１以上、かつ目標工賃達成指導員を加えた総数

が常勤換算方法で６：１以上）をもって、目標工賃の

達成に向けた取り組みを行う場合に加算する。 

送迎加算（Ⅰ）（片道） 21円 １回の送迎につき平均 10 人以上の利用者が利用しか

つ週３回以上の送迎を実施している場合（Ⅰ）、また

は１回の送迎につき平均 10 人以上が利用している又

は週３回以上の送迎を実施している場合に加算する。 

送迎加算（Ⅱ）（片道） 10円 

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

福祉・介護職員等特定処遇改善加

算（Ⅰ） 

福祉・介護職員等ベースアップ等

支援加算 

 加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善

等を行っている場合に加算する。 

※ 負担いただく金額については、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記

載された金額の範囲内の額及び食費といたします。 

〔サービス利用の取消し(キャンセル)について〕 

利用者が、サービス利用を取消し（キャンセル）する場合は、利用日当日の１０時

３０分までに当事業所まで申し出てください。なお、１０時３０分以降に申し出た

場合は、キャンセル料をいただく場合があります。 

キャンセル料（昼食の実費相当額） ５７０円 

 

〔利用者負担の減免について〕 

所得区分 内    容 利用者負担の月額上限設定 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 市町村民税非課税の世帯 ０円 

一般１ 
市町村民税課税世帯で、収入が概ね 

６００万円以下であるもの 
９，３００円 

一般２ 
市町村民税課税世帯で、一般１に該 

当しないもの 
３７，２００円 

※ 一カ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得（世帯の収
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入状況）に応じて上表のとおり４区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の

負担は必要ありません。 

（２）訓練等給付費の対象外のサービス 

下記のサービスについては、訓練等給付費の給付の対象とならないため、サービ

スの提供を希望される場合には、事前に説明し同意を得たうえで、所定の料金を支

払っていただきます。 

① 食事の提供とこれに伴う費用 

② 訓練等給付費から支給されない日常生活上の諸費用 

③ 訓練等給付費から支給されない社会生活上便宜を図った諸費用 

④ 特別なサービスの提供とこれに伴う費用 

なお、上記の所定料金は、経済状態の著しい変化その他やむを得ない事由がある 

場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更す

る事由についてご説明します。  

（３）利用料金のお支払方法 

前記（１）（２）の料金・費用は、利用日数に基づいて１ヵ月毎に計算して請求し

ますので、翌月２０日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

ア 窓口で現金支払い 

イ 下記指定口座への振込（振込を利用の場合は、振込手数料の負担をお願い致します） 

中国銀行 玉支店 

普通預金：１５２２１１４ 

口座名義：社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

同仁会
どうじんかい

  理事長
りじちょう

 山岡
やまおか

宏
ひろ

行
ゆき

 

 


